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令和 2年 7月 1日号                                  【発行：総務課行政係 42-2112】 

 

 

 

 

 

 

７月祝日のごみ収集について 

●収 集日 令和２年７月 23日（木）海の日・７月 24日（金）スポーツの日 

●収集区分 燃やせるごみ 

●収集地区 

７月 23 日（木） ７月 24 日（金） 

花堂区、西・上・下広原区、常盤台区 

蒲牟田区、南・北狭野区、小塚区 

並木区、中平区、湯之元区、祓川区 

上・下後川内区、川平区、上麓区 

下麓区、出口区、鹿児山区 

 

●そ の他 収集日当日は、午前８時 30分までにごみ集積所に出してください。 

    生ごみは収集日当日に必ず水を切って、ごみ集積所へ出してください。 

水が溜まっている状態のごみ袋が見受けられます。御協力をお願いいたし 

ます。 

 

問 町民福祉課 担当：松枝 るり子（まつえだ るりこ）☎0984-42-1067 
 

台風の接近に伴うごみ収集について 
7 月～9月にかけて、台風が九州に接近及び通過中に、風雨などの影響により、

収集作業員の安全確保ができない場合は、ごみの収集時間帯を変更して収集する

か収集を中止することがありますので、あらかじめ御了承ください。 

 なお、ごみの排出時に風雨が強く危険であると判断された場合は、安全確保を

優先され、次回の収集日に排出されますようお願いします。 

 

問 町民福祉課 担当：松枝 るり子（まつえだ るりこ）☎0984-42-1067 
 

畦や土手の崩壊にご注意ください 
近年、根まで枯らす除草剤が販売されています。しかし、草がなくなり根が枯

れると畦や土手の土は流れやすくなります。 

雨が原因で土が流れると崩れる危険性が増しますので、できる限り草刈り機な

どで刈り取りを行ってください。 

やむを得ず、除草剤を散布する場合には、根が枯れない除草剤を選んでください。 

 

↓（次のページにつづく） 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 

役場からのお知らせ №52 
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※除草剤等を散布する時は、皮膚についたり、目に入ったりしないように、

必ず手袋やマスク・ゴーグル（めがね）などを着用してください。散布液は川

や水路等に流さないようにお願いします。 

 

問 農政林務課 担当：鳥井 恭兵（とりい きょうへい）☎0984-42-5134 
 

経営継続補助金（新型コロナウイルス感染症関係補助金）について 
新型コロナウイルス感染症の影響を克服するため、 感染拡大防止対策を行い

つつ、販路の回復・開拓、生産・販売方法の確立・転換などの経営継続に向けた

農林漁業者の取組を支援する補助金です。 
 
１ 対象者   農林漁業者（個人・法人） 
 
２ 補助上限額 単独申請         １５０万円 

        グループ（共同）申請 １，５００万円 
 
３ 補助の対象となる経費  

  ①経営継続に関する取組に要する経費 

補助率 ３/４（補助上限額１００万円） 

   機械装置等の購入に要する経費等（農薬散布用ドローン、収穫機等） 

   ※詳しい対象経費につきましてはご相談ください。 
 
  ②感染拡大防止の取組に要する経費 

   補助率 定額（補助上限額 ５０万円） 

   消毒費用、マスク費用、清掃費用、飛沫対策費用、換気費用、その他の衛

生管理費用、ＰＲ費用 
 
４ 一次申請受付締切日 令和２年７月２０日（月） 

※ＪＡの受付は７月６日から７月１５日までです。 
 
５ 相談窓口 農業者 ＪＡ組合員の方  ＪＡこばやし各支所または各部会 

           ＪＡ組合員でない方 高原町役場農政林務課 

       林業者 高原町役場農政林務課 

       漁業者 高原町役場農政林務課 
 
※申請には審査があります。審査の結果次第では、ご要望にお応えできない場合 

があります。 
 
 御不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

問 農政林務課 担当：留山 貴裕（とめやま たかひろ）☎0984-42-5134 
 

肉用牛肥育経営緊急支援対策事業 

実施主体・・・高原町 

対 象 者・・・肉用牛肥育経営安定交付金制度に加入している町内肥育農家 

事業内容・・・ マルキン発動時、その補填金以外の自己資金分の一部を緊急的
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に支援する 

       上限５，０００円／頭を対象者に交付する 

対象期間・・・令和２年５月支払分から７月支払分まで 

問 農畜産振興課 担当：西 亮介（にし りょうすけ）☎0984-42-5132 
 

園芸関係補助事業について 

高原町単独事業で園芸関係者の補助事業を下記のとおり行います。 

 

○高原町高収益作物営農持続化緊急対策事業 

補助対象経費 補助率 補助対象者 

生産に係る種苗代、肥料代、農薬

代、施設・整備に係る資材購入費

等や、出荷に係る輸送代 

１／３以内 

（上限：１経営体２０

０千円） 

認定農業者、認定新規就農

者等 

 

●対象品目  新型コロナウイルス感染症の発生により卸売市場での売上げが

減少する等の影響を受けた花き、メロン、果樹、茶の高収益作物 

●受付期間 令和２年７月１日～令和３年１月２９日（土日祝日除く） 

 ８：３０～１７：００ 

●受付場所 高原町役場 農畜産振興課 農産園芸係 

●必要書類 印鑑、経費にかかった領収書 

●注意事項 令和２年４月から令和２年１２月の間における経費が該当します。 

           御不明な点等ございましたら、下記連絡先にお問い合わせくださ

い。 
 

問 農畜産振興課 担当：石崎 宙也（いしざき ひろや）☎0984-42-5132 
 

未使用マスクの寄附受付窓口設置について 
マスクの寄附につきまして、これまで町民の方や生徒さんからたくさんいただ

いております。誠にありがとうございました。 

このようなマスクの寄附について、各方面から『寄附の受入窓口を設置・周知

することで、各家庭で使用予定のないマスクがあった場合に、必要とする人へ有

効活用ができるのでは』との御意見をいただきました。 

つきましては、未使用マスクの寄附受付を下記のとおり実施します。なお、御

寄附いただいたマスクにつきましては、各施設等で有効活用させていただく予定

です。 

 

１【受付開始日】 令和２年７月１日（水）から 

２【受 付 時 間】 月曜日から金曜日（祝日を除く）８時３０分～１７時１５分 

３【受 付 場 所】 高原町役場総務課危機管理係（役場庁舎２階） 

４【受 付 方 法】 直接受付場所へご持参ください 
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５【受付できるマスク】 

 ◆使い捨てマスク ◆布製マスク ◆手作り製布マスク ◆Ｎ９５マスク同等品  

※いずれも包装又は箱詰してある未開封・未使用のものに限ります。 

 

今回のこの告知につきましては『お願い』ではなく『お知らせ』です。 

新型コロナウイルスの感染者数は少なくなりましたが、今後、第２波、第３波

による感染者の爆発的な増加も想定されます。また、季節性インフルエンザや

様々な感染症対策、更には新燃岳の噴火災害対策にもマスクは必要です。 

今は『不要』と思えるマスクも、大きな災害はいつ起こるかわからないことを

念頭に、本当に御自分の御家庭で『不要』なのかご判断いただければと思います。 

御不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

 

問 総務課 担当：石山 拓磨（いしやま たくま）☎0984-42-2112 
 

高原町空き家等情報バンク登録制度のお知らせ 

高原町では、町内の賃貸又は売買できる空き家を「高原町空き家バンク」に登

録し、町外からの移住希望者に対し情報を提供する「高原町空き家等情報バンク

登録制度」を実施しています。 

令和元年度においては、新規登録７件、契約成立３件となりました。 

これまでは、登録できる物件が「空き家（住宅）」だけでしたが、令和２年度よ

り、「空き地」及び「空き店舗」も登録できるようになりました。 

空いている住宅、土地又は店舗を所有・管理している方、「高原町空き家等情

報バンク登録制度」に登録してみませんか。 

 登録には事前調査が必要です。損傷の激しい物件や要件に満たない等、調査の

結果によっては登録できない場合もあります。あらかじめ御了承ください。 

 

Ⅰ 「空き地」に関する要件 

 ① 地目が「宅地」又は「雑種地」であること。 

 ② 「空き地」の面積が、「２３０㎡以上」であること。 

 ③ 筆界未定地がないこと。 

 ④ 抵当権が設定されていない「空き地」であること。 

 ⑤ 「空き地」所有者に町税等の滞納がないこと。 

 ⑥ 売買できる「空き地」であること。 

  などの対象要件があります。 

 

Ⅱ 「空き家」及び「空き店舗」に関する要件 

①  現在利用されていない家・店舗又は今後利用されなくなる家・店舗である 

こと。 

②  倒壊の恐れがない「空き家」「空き店舗」であること。 

③  売買を希望する場合、抵当権が設定されていない「空き家」「空き店舗」

であること。 
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  などの対象要件があります。 

 

  御不明な点がありましたら、下記連絡先までお問合せください。 

問 総合政策課 担当：正入木 莉奈（しょういりき りな）☎0984-42-2115 
 

第２期神武の里たかはる人口ビジョン・総合戦略について 
●本計画の策定について 

 高原町では、平成 27 年度に策定した「神武の里たかはる人口ビジョン及び総

合戦略」の計画期間の終了に伴い、新たに令和６年度までを計画期間とする「第

２期神武の里たかはる人口ビジョン・総合戦略」を策定いたしました。 

●策定にあたって 

 最新の統計データで再推計を行った人口ビジョンをもとに、人口減少とこれに

伴う諸課題に対処し、町が将来にわたって活力を維持していくための目標や施策

の方針及び具体的な施策について、今後５カ年のまちづくりの総合的な方針を提

示しております。 

 本計画の策定に併せて、「第２期神武の里たかはる人口ビジョン・総合戦略（概

要版）」を作成いたしましたので、詳細については、別途配布いたします概要版

を御覧ください。 

 

※「第２期神武の里たかはる人口ビジョン・総合戦略」及び概要版については、

本町のホームページにも掲載しております。 

 また、令和元年度に実施しました「将来のまちづくりに関する町民アンケート」

の調査結果についても本町ホームページに掲載しております。 

 

 今後とも地方創生推進への御理解・御協力をお願いいたします。 

問 総合政策課 担当：瀬戸 皓太（せと こうた） ☎0984-42-2115 
 

イベント等の延期・中止・再開のお知らせ 
 新型コロナウイルス感染症の影響によりイベント等の態度決定は下表を御確

認ください。 

開 催 日 行 事 等 名 態度決定 主 催 

7 月 4 日(土) 高原町青少年健全育成町民大会 中止 
高原町青少年育成町

民会議 

7 月 5 日(日) 高原町消防操法大会 中止 高原町消防団 

7 月 19 日(日) たかはるよりどり交流市 開催 
高原よりどり交流市

運営協議会 

7 月 19 日(日) 西諸支部消防操法大会 中止 
宮崎県消防協会 

西諸支部 

8 月 14 日(金) 第 16 回後川内夏祭り 中止 
後川内祭り 
実行委員会 

※例年 8月開催の「まつり高原２０２０」（商工会青年部主催）は延期いたします。 

問 総務課 担当：横田 秀二（よこた しゅうじ）☎0984-42-2112 
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行政組織機構の再編に伴う各課等の直通電話の案内について 
●令和２年４月１日からの役場組織の一部変更に伴い、直通電話が下記の表のよ
うに変更となりました。なお、担当の分からないとき等は、これまでどおり代
表電話をご利用ください。 
 
◆代表電話番号 （0984）42-2111 

所 属 名 係 名 電話番号 

総務課 行政係、財政係、危機管理係 （0984）42-2112 

総合政策課 企画政策係、地域政策係 （0984）42-2115 

産業創生課 産業観光係 （0984）42-2128 

税務課 賦課係、固定資産係、徴収係 （0984）42-2113 

会計課 会計係 （0984）42-2114 

町民福祉課 
福祉係、保険係 

住民係、環境保全係 
（0984）42-1067 

農政林務課 

農業委員会 

農政企画係、林務係 

農業委員会 
（0984）42-5134 

農畜産振興課 
農産園芸係、畜産係 

農村整備係 
（0984）42-5132 

建設水道課 
建設係、管理係 （0984）42-4959 

水道係、管理係 （0984）42-4960 

ほほえみ館 

健康づくり推進係 （0984）42-4820 

介護保険係 （0984）42-2550 

高齢者あんしん係 （0984）42-2581 

議会事務局 事務局 （0984）42-5138 

教育総務課 学校教育係、社会教育係 （0984）42-1484 

国民健康保険高原病院 事務室 （0984）42-1022 
 

問 総務課 担当：横田 秀二（よこた しゅうじ）☎0984-42-2112 
 

高原町メールサービスの登録の御案内 
防災、防犯、暮らしに役立つ情報等を配信しています。 

下記のＱＲコードを読み取ることで、登録をお願いいたします。 

(スマートフォンの方)                  (ＱＲコード) 

 https://plus.sugumail.com/usr/takaharu/ 

 （フィーチャーフォン（ガラケー）の方） 

 https://m.sugumail.com/m/takaharu/ 

【サービスに関するお問い合わせ】           

高原町役場総務課 危機管理係 ☎０９８４－42－２１１２ 

 

https://m.sugumail.com/m/takaharu/

